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○会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正 
 
栃木県教育委員会規則第１号                                        

会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。        

令和６年１月12日                                     

                        栃木県教育委員会教育長  阿 久 澤  真  理   
会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則 

会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する規則（令和２年栃木県教育委員会規則第５号）の一部を

次のように改正する。       

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（期末手当及び勤勉手当を支給しない第１号職

員） 

第９条 略 

 

（第１号職員の期末手当及び勤勉手当の額） 

第10条 第１号職員の期末手当及び勤勉手当の額

は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例に

より算出した額とする。ただし、第１号職員の期

末手当及び勤勉手当に係る在職期間（給与条例第

20条第２項に規定する在職期間をいう。第24条に

おいて同じ。）は、条例の適用を受ける第１号職

員として在職した期間（教育委員会が定める期間

に限る。）とするものとする。 

 

（期末手当及び勤勉手当を支給しない第２号職

員） 

第23条 略 

 

（第２号職員の期末手当及び勤勉手当の額） 

第24条 第２号職員の期末手当及び勤勉手当の額

は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例に

より算出した額とする。ただし、第２号職員の期

末手当及び勤勉手当に係る在職期間は、条例の適

用を受ける第２号職員として在職した期間（教育

委員会が定める期間に限る。）とするものとす

る。 

 

（支給方法） 

第27条 会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償

の支給方法は、学校職員給与条例の適用を受ける

職員の給料及び旅費支給の例による。ただし、会

計年度任用学校職員の給与（期末手当及び勤勉手

当を除く。）及び通勤のための旅行に要する費用

弁償の支給日は、その月の翌月の15日（その日が

職員の給料等の支給に関する規則（昭和27年栃木

県人事委員会規則第14号）第１条の２各号に掲げ

る場合に該当する場合にあっては、それぞれ当該

各号に定める日）とするものとする。 

（期末手当を支給しない第１号職員） 

 

第９条 略 

 

（第１号職員の期末手当の額） 

第10条 第１号職員の期末手当      の額

は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例に

より算出した額とする。ただし、第１号職員の期

末手当      に係る在職期間（給与条例第

20条第２項に規定する在職期間をいう。第24条に

おいて同じ。）は、条例の適用を受ける第１号職

員として在職した期間（教育委員会が定める期間

に限る。）とするものとする。 

 

（期末手当を支給しない第２号職員） 

 

第23条 略 

 

（第２号職員の期末手当の額） 

第24条 第２号職員の期末手当      の額

は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例に

より算出した額とする。ただし、第２号職員の期

末手当      に係る在職期間は、条例の適

用を受ける第２号職員として在職した期間（教育

委員会が定める期間に限る。）とするものとす

る。 

 

（支給方法） 

第27条 会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償

の支給方法は、学校職員給与条例の適用を受ける

職員の給料及び旅費支給の例による。ただし、会

計年度任用学校職員の給与（期末手当    あ

あを除く。）及び通勤のための旅行に要する費用

弁償の支給日は、その月の翌月の15日（その日が

職員の給料等の支給に関する規則（昭和27年栃木

県人事委員会規則第14号）第１条の２各号に掲げ

る場合に該当する場合にあっては、それぞれ当該

各号に定める日）とするものとする。 
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附 則                                            
この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

                                         （教育政策課）  
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